
お間違えなく！！
「○○○課○4けたの数字」とある場合は、まず伊奈町役場の代表番号（蕕 721-2111）におかけのうえ、内線番号をお伝えください。

内申問　／問合せ　　／申込み　　／電話番号　　／内線番号

内

　

こ
の
制
度
は
、
代
理
人
や
第
三

者
か
ら
の
請
求
に
よ
り
住
民
票
の

写
し
や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
交
付
し

た
と
き
、
そ
の
事
実
を
本
人
に
通

知
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
制
度
に

よ
り
、
不
正
取
得
の
疑
い
が
あ
る

等
の
事
実
関
係
を
早
期
に
発
見
す

る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

制
度
を
利
用
で
き
る
方

・
伊
奈
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

・
伊
奈
町
に
本
籍
が
あ
る
方

※
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前

に
郵
送
ま
た
は
窓
口
で
の
登
録
が

必
要
で
す
。

3　

詳
し
く
は
住
民
課
9
２
１
１

４
へ

日
時　

8
月
22
日
㈯
13
時
30
分
～

16
時
（
受
付
13
時
～
）

場
所　

上
尾
市
医
師
会
上
尾
看
護

専
門
学
校
（
上
尾
市
原
市
3
4
9

4
︱
4
）

対
象　

看
護
師
・
准
看
護
師
免
許

取
得
者
で
、
過
去
に
看
護
師
と
し

て
の
勤
務
経
験
が
あ
り
、
近
い
将

来
、
地
域
医
療
現
場
に
再
就
職
を

考
え
て
い
る
方

※
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん

講
習
内
容

・
講
義
（
現
在
の
医
療
・
看
護
状

況
等
） 

・
実
技
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
・
心
肺
蘇
生
・

筋
肉
注
射
・
サ
フ
ロ
ー
留
置
・

採
血
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ

ー
シ
ョ
ン
・
輸
液
ポ
ン
プ
・
手

洗
い
）

定
員　

30
名
（
先
着
順
）

費
用　

無
料

2
/
3　

8
月
18
日
㈫
ま
で
に
上

尾
看
護
専
門
学
校
事
務
室
蕕
7

2

2
︱
1
0
4
3
へ

　

消
防
署
で
は
平
成
20
年
6
月
1

日
か
ら
す
べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
化
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
状
況
を
把
握
す
る

た
め
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
町

内
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

率
は
52
・
6
％
で
し
た
。
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
住
宅
防
火
の
推
進
と

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
促
進

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

※
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
詳
し
い
内

容
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

3　

消
防
本
部
消
防
業
務
課
予
防

係
蕕
７
２
２
︱
８
１
１
５

　

町
で
は
、
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
指
定
管
理
者
（
平
成
28
年
度

以
降
）
を
募
集
す
る
た
め
、
募
集

要
項
・
仕
様
書
を
次
の
と
お
り
配

布
し
ま
す
。

配
布
期
間　

8
月
25
日
㈫
～
9
月

7
日
㈪
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

配
布
時
間　

9
時
～
17
時
（
12
時

～
13
時
を
除
く
）

配
布
場
所　

生
活
安
全
課

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

3　

生
活
安
全
課
9
２
２
８
１

　

日
本
に
住
む
60
歳
以
上
の
方
で
、

次
に
該
当
す
る
場
合
、
希
望
す
る

と
国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
海
外
に
住
ん
で
い
る
20

歳
以
上
65
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を

有
す
る
方
も
、
国
民
年
金
に
任
意

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

任
意
加
入　

60
歳
か
ら
65
歳
ま
で

の
方
で
、
年
金
加
入
期
間
が
短
く

年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な

期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
方
や
、

保
険
料
未
納
期
間
な
ど
が
あ
る
た

め
に
年
金
額
が
少
な
い
方
は
、
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
や
、
厚
生
年
金
、

共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は

任
意
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

特
例
任
意
加
入　

65
歳
に
達
し
て

も
年
金
受
給
権
を
確
保
で
き
な
い

方
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で
の
間
で

受
給
権
を
満
た
す
ま
で
加
入
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
昭
和
40
年
4
月

1
日
以
前
生
ま
れ
の
方
（
海
外
に

住
ん
で
い
る
日
本
国
籍
を
有
す
る

方
を
含
む
）
が
対
象
で
す
。

3　

保
険
医
療
課
国
民
年
金
係
9

２
１
７
３

　

子
ど
も
・
高
齢
者
に
対
す
る
虐

待
、
女
性
へ
の
暴
力
、
障
害
の
あ

る
方
・
外
国
人
へ
の
偏
見
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
悪
用
し
た
人
権
侵
害
な
ど
、

新
た
な
人
権
問
題
も
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

「
人
権
尊
重
社
会
を
め
ざ
す
県

民
運
動
」
は
、
す
べ
て
の
県
民
が

お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
な
が
ら

と
も
に
生
き
る
社
会
を
実
現
す
る

た
め
、
県
・
市
町
村
は
も
ち
ろ
ん

県
民
総
ぐ
る
み
で
取
り
組
む
運
動

本
人
通
知
制
度
を
利
用
し

ま
し
ょ
う

第
10
回
潜
在
看
護
師
･

准
看
護
師
講
習
会

住
宅
用
火
災
警
報
器
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
結
果

指
定
管
理
者
募
集
要
項
・

仕
様
書
の
配
布

国
民
年
金
の
高
齢
任
意
加
入

制
度

人
権
尊
重
社
会
を
め
ざ
す

県
民
運
動
強
調
月
間
で
す

で
す
。

3　

人
権
推
進
課
9
２
２
４
１

　

視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
へ
広
報

い
な
・
社
協
だ
よ
り
等
の
広
報
紙

の
朗
読
テ
ー
プ
を
作
成
し
、
配
布

し
て
い
ま
す
。

　

ご
家
族
な
ど
身
近
に
障
害
を
持

つ
方
が
い
る
場
合
に
は
、
ぜ
ひ
朗

読
テ
ー
プ
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

利
用
料　

無
料

2
/
3　

伊
奈
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
蕕
７
２
２
︱
９
９
９
０

日
時　

①
8
月
22
日
㈯
②
8
月
23

日
㈰
10
時
～
12
時
、
13
時
30
分
～

15
時
30
分

場
所　

①
県
立
特
別
支
援
学
校
塙

保
己
一
学
園
（
川
越
市
笠
幡
85
︱

1
）

②
下
落
合
教
育
相
談
室
（
さ
い
た

ま
市
中
央
区
下
落
合
6
︱
10
︱

3
）

2
/
3　

8
月
7
日
㈮
ま
で
に
特

別
支
援
学
校
塙
保
己
一
学
園
相
談

支
援
部
蕕
０
４
９
︱
２
３
１
︱
２

１
２
１
へ

試
験
日　

11
月
1
日
㈰

試
験
会
場　

埼
玉
工
業
大
学
（
深

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
共
通
試
験

ご
利
用
く
だ
さ
い
「
朗
読

テ
ー
プ
」

県
立
盲
学
校
教
育
相
談
会
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谷
市
）

受
付
期
間　

8
月
10
日
㈪
～
9
月

18
日
㈮
必
着

申
込
方
法　

郵
送　

　

詳
細
は
受
験
案
内
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
8
月
10
日
㈪
か
ら
上
下

水
道
課
下
水
道
担
当
窓
口
で
配
布

し
ま
す
。

3　

上
下
水
道
課
下
水
道
施
設
係

蕕
７
２
１
︱
５
５
５
５

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資

格
者
は
、
毎
年
8
月
に
「
所
得
状

況
届
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
関
係
書
類
を
送
付
し
ま
し

た
の
で
、
8
月
21
日
㈮
ま
で
に
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
と
は 

　

一
定
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き

支
給
額

重
度
の
場
合　

１
人
に
つ
き
月
額

5 

1
，
1
0
0
円

中
度
の
場
合　

１
人
に
つ
き
3 

4
，

0
3
0
円

※
手
当
は
1
年
に
3
回
、4
月（
12

月
～
3
月
分
）
、
8
月
（
4
月
～

7
月
分
）
、
11
月
（
8
月
～
11
月

分
）
に
4
か
月
分
ず
つ
支
払
わ
れ

ま
す
。

そ
の
他　

こ
の
制
度
の
受
給
者
が

受
給
要
件
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

（
転
入
・
転
出
・
氏
名
変
更
・
児

童
数
の
増
減
な
ど
）
は
、
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

3　

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
9
２

１
２
１ 

　

最
近
、
物
忘
れ
が
気
に
な
り
は

じ
め
た
。
人
と
話
す
機
会
が
減
っ

た
。
外
に
出
る
の
が
お
っ
く
う
に

な
っ
た
。
そ
ん
な
経
験
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？

　

外
に
出
て
、
仲
間
と
会
話
を
楽

し
み
な
が
ら
脳
を
活
性
化
す
る
教

室
が
開
講
し
ま
す
。
簡
単
な
読
み

書
き
計
算
な
ど
の
教
材
を
使
用
し

た
、
1
回
30
分
の
教
室
で
す
。
個

人
に
合
わ
せ
て
計
算
や
音
読
を
テ

ン
ポ
よ
く
行
い
、
サ
ポ
ー
タ
ー
が

支
援
し
ま
す
。
楽
し
く
脳
を
鍛
え

ま
し
ょ
う
。

期
日　

10
月
8
日
か
ら
2
月
4
日

ま
で
の
毎
週
木
曜
日
（
た
だ
し
、

10
月
22
日
、
12
月
31
日
は
除
く
）

全
16
回

時
間　

①
9
時
30
分
～
10
時
、
②

10
時
30
分
～
11
時

場
所　

総
合
セ
ン
タ
ー
2
階
研
修

室
1
・
2

対
象　

65
歳
以
上
で
介
護
認
定
を

受
け
て
い
な
い
町
内
在
住
の
方
で
、

自
分
で
来
所
で
き
る
方

※
10
月
1
日
の
午
前
中
に
参
加
者

説
明
会
を
行
い
ま
す
の
で
、
詳
し

い
時
間
は
お
申
し
込
み
の
際
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

定
員　

①
②
と
も
各
10
名
（
先
着

順
）

※
原
則
、
16
回
す
べ
て
参
加
で
き

る
方

費
用　

無
料

2　

8
月
10
日
㈪
～
21
日
㈮
に
福

祉
課
窓
口
ま
た
は
電
話
で
受
付

※
必
ず
①
②
の
希
望
時
間
を
お
伝

え
く
だ
さ
い
。

3　

福
祉
課
介
護
認
定
給
付
係
9

２
１
２
３
・
２
１
２
４

　

下
水
道
の
仕
組
み
を
実
際
に
見

て
学
ん
で
み
よ
う
。

日
時　

9
月
6
日
㈰
、
7
日
㈪
、

8
日
㈫
10
時
～
、
13
時
30
分
～

2　

9
月
3
日
㈭
ま
で
に
埼
玉
県

下
水
道
公
社
各
施
設
ま
で
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

3　

上
下
水
道
課
下
水
道
施
設
係　

蕕
７
２
１
︱
５
５
５
５

水
循
環
セ
ン
タ
ー
見
学
会

開
催
し
ま
す

開
催
し
ま
す

い
き
い
き
脳
力
教
室

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得

状
況
届
の
提
出

⇐⇐

施　　設　　名 所　　在　　地 電話番号
荒 川 水 循 環 セ ン タ ー 戸田市笹目 5 －37－14 048-421-5861

元荒川水循環センター 桶川市小針領家939 728-2011

新河岸川水循環センター 和光市新倉 6 － 1 － 1 048-466-2400

中 川 水 循 環 セ ン タ ー 三郷市番匠免 3 － 2 － 2 048-952-3351

古利根川水循環センター 久喜市吉羽772－ 1 0480-22-3819

小山川水循環センター 本庄市東五十子382－ 1 0495-21-7997

緊急情報メールの配信サービス
をご活用ください

緊急情報メールの配信サービス
をご活用ください

町では、防犯や防災に関する情報を、電子メ
ールで配信するサービスを行っています。
登録に関する詳細は、町のホームページでも

ご紹介していますので、ぜひご活用ください。
配信する情報
・上尾警察署、町内小中学校等の関係機関か
ら寄せられた犯罪・不審者などの防犯に関
する情報

・地震や台風などの防災に関する情報
・防災行政無線の放送内容 など
登録方法
①下記の登録用アドレスまたはQRコード
から空メールを送信する。

ina.anzen@fofa.jp

②届いた返信メールに記載された登録用
URLにアクセスし、必要事項を入力。
※迷惑メール対策などで、受信拒否設定をし
ている場合は「＠fofa.jp」と「＠town.
saitama-ina.lg.jp」を登録し、受信できる
ようにしてください。

③登録が完了した旨のメールが届いたら、登
録完了！

内２２８２
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